
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
及
び
交
付
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二
年
三
月
奈
良
県
選
挙
管
理

委
員
会
告
示
第
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
十
四
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

中

川

清

孝

第
五
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
の
二
の
五
第
二
号
及
び
第
三
号
に
よ
り
延
長
を
求
め
る
場
合
に
お
い

て
、
事
務
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
き

は
、
提
出
期
間
を
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
正
当
な
事
由
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、

同
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

延
長
を
求
め
る
期
間

第
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

規
則
第
十
九
条
第
二
項
の
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
特
別
な
事
情

第
九
条
中
「
第
十
九
条
の
十
六
第
十
一
項
」
を
「
第
十
九
条
の
十
六
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第４号様式(第５条関係) 

 

年   月   日  

 

 

  奈良県選挙管理委員会 殿 

 

 

(名 称)            

(会計責任者)          印 

 

 

 

少額領収書等の写しの提出の期間の延長について 

 

 

 

 このことについて、政治資金規正法(昭和２３年法律第１９４号)第１９条の１６第７項

の規定により提出の期間の延長を求めます。 

 

記 

 

 １ 政治資金規正法第１９条の１６第５項の規定による命令があった日 

            年   月   日 

 ２ 延長を求める期間         日 

 ３ １の日から２０日以内に、公職の候補者に係る選挙の期日の公示又は告示の日から

当該選挙の期日までの期間がかかるときは、公職の候補者の氏名、選挙の種類、当該

選挙の期日の公示又は告示の日及び当該選挙の期日 

    公職の候補者の氏名 

    選 挙 の 種 類                 選挙 

    公示又は告示の日          年   月   日 

    選 挙 の 期 日          年   月   日 

 ４ 政治資金規正法施行規則第１９条第１項第２号に掲げる事由に該当するときは、提

出期間を延長しなければならない正当な事由 

 

 

 

 ５ 政治資金規正法施行規則第１９条第２項の特別な事情があるときは、当該特別な事 

  情 



附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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